
 

（仮称）郡山市子 関 条例（案） 係 パ ックコメント手続  

実施結果 い  
 

１ 実施期間 

  平成２９年１１月２７日（月）～平成２９年１２月２６日（火） 

 

２ 提出者数等 

提出方法 提出者数（人） 提出意見数（件） 計画等 反映 意見（件） 

持参 ０ 

６ ２ 

郵送 ０ 

ァック  ０ 

電子メる  ２ 

簡易電子申請 ２ 

合計 ４   

 

３ 意見及び本市 考え方 

Nた. 御意見 本市 考え方 

１ 

 
・子 大人 支援 成長 け

く、同年代や上下 年代 関わ 、

相互 影響 合い 成長 いく

考え 、市、事業者、保護

者、学校等関係者、市民等 ５者 責務

同様 、子 責務、又 郡山市

理想 子 像を加え う 。 

 
・第３条 、子 支援 い 基本

理念を定 、第１項～第３項 「子

支援 、子 う 成長

う行う」 いう内容 あ 、郡山

市 理想 子 像 通 。 

基本理念 、地 社会全体 目指

子 像 向 子 を

支援 考え い 。 

 
・障 い者 支援 い 、既 障害

者差別解消法 施行 い

、一歩踏 込 、インク る ョン   

考え方を加え「市 、障害 あ 子

、地 中 健や 成長

必要 施策を講 。」

う 。 

 
・本条例 、地 社会 い 子 を取

巻く大人 を、市、保護者、市民等、

学校等関係者、事業者 分類 、条

例第３条第４項 、相互 連携・協力

い 規定 い 。 

、地 社会 一体 子

を支援 、障 い 有無

関わ 全 子 地 中 健や

成長 考え い 。 

２ 

 
・条例 名称 、子 支援 い

広く記載 い 、「子

育 総合支援条例」 い。 

 
・条例名称決定 参考 い く。 

 

資料１ 



 

Nた. 御意見 本市 考え方 

３ 

 
・郡山市 、ニコニコ 館 いう素

晴 い施設 機能 、子育

や い街 あ を強く実感

い 、障 い あ 子 い

、障 い認定後、サるビ 手続や

相談等を 際、障 い福祉課 足を運

け 、障 い受容

い保護者 孤独 落胆 思

い あ 声 あ 。 

第11条 障 い あ 子 支援

い 明記 、ニコニコ

館 、包括的 子育 支援を受け

う ほ い。 

 
・障 い あ 子 を持 保護者 方よ

心 負担を軽減 う、各種手続等

受付体制 整理等 い 検討 いく。 

４ 

 
・他 施策 合わ 、「障害」 表記を「障

い」改 い 。 

 
・本市 様よ 計画や施策等 文言を考慮

、条文 表記を「障 い」 。 
 
・第11条 追加 、「市 、障 い あ 子

い子 、一緒 育 環

境 得 う多方面 渡 施策を講

」 いう う 内容を入 ほ

い。 

理由：地 福祉計画 「地 共生 」

を標榜 あ 、一番大切

子 時 障 いを持

子 持 い子を「分け い」

大事 あ 。幼稚園、保育

園、小・中学校 一緒 過

、将来 「共生」 。 

 
・第３条第２項 、子 差別等 悩

苦 い う、子 人権 尊重

う子 支援を実施

い 。 

、第７条 、学校等関係者 責務を「差

別、虐待、体罰、い 等 子 を守

、子 安全及び安心を 保 う

努 」 い 。 

規定 、障 い 有無 関わ

、学校等 通う全 子 を差別等

守 、分け隔 い「共生」

考え い 。 

 


